
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４つの習慣 
１． 寝たばこは絶対にしない、させない。 

２． ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 

３． こんろを使うときは火のそばを離れない。 

４． コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 

６つの対策 
１． 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。 

２． 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する。 

３． 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用

する。 

４． 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。 

５． お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。 

６． 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。 

 

   住宅に潜む危険を把握する【住宅防火診断書】は、こちらをクリック！ 

 

 
屋外でのごみの焼却は、禁止されています。 

嶺北消防組合では今年に入り５月２２日現在、火災件数は１２件で、昨年の 

同時期と比較して増加傾向にあり、電気関係や火の不始末、不注意が原因での 

火災が多発しています。火の取り扱いには細心の注意をいただきますようお願 

いします。 

また、お出かけ前、お休み前にはもう一度火の元を確認しましょう。 

家庭ごみや剪定した枝などを屋外で焼却することで、「廃棄物の不適正な処理の防止」 

「周辺地域の生活環境に与える影響」から、法律で原則禁止されています。 

 

詳しくは、こちらをクリック！ 

住宅防火 いのちを守る １０のポイント

http://www.reihoku-fd.jp/kasaiyobo/zyutakusindan.pdf
http://www.reihoku-fd.jp/kasaiyobo/okugaisyokyakukoi.pdf

